
   伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付要綱   

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、潜在保育士の就労を支援するため、職場体験を

希望する潜在保育士を雇用する市内の保育所等に対し、予算の範囲

内において伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、伊勢原市補助金等

の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 （1）保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第  

    ４項の規定により認可を受けた同法第３９条第１項に規定する施 

    設をいう。 

  (2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的 

    な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第 

    ６項に規定する施設をいう。 

 （3）小規模保育施設 児童福祉法第３４条の１５第２項の規定によ  

    り認可を受けた同法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事  

    業を行う事業所をいう。 

 (4) 潜在保育士 保育士資格を有し、保育士として就労していない 

  者をいう。 

 （交付の対象となる施設） 

第３条 交付の対象となる施設は、保育所、認定こども園及び小規模

保育施設（以下「保育所等」という。）であって、次に掲げる要件

を満たすものとする。 

  (1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第  

  ３号に該当する者の受入れを行っていること。 

 （2）雇用した潜在保育士に対し、同一の会計年度内において、１日 

  当たり８時間以内で、３日以上７日以内の職場体験を実施してい 



  ること。 

 （対象となる経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のと

おりとする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、伊勢原市潜在保育

士のための就労促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなけばならない。 

  (1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳 

  書・実績内訳書（第２号様式） 

  (2) 市長が特に必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があり、審査等の結果、補助

金を交付すべきものと決定したときは、伊勢原市潜在保育士のため

の就労促進事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により申請者

へ通知するものとする。 

 （変更交付の申請） 

第７条 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付申請額を 

 変更しようとする場合は、伊勢原市潜在保育士のための就労促進事 

 業補助金変更交付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添え 

て、市長に提出しなければならない。 

  (1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳 

  書・実績内訳書 

  (2) 市長が特に必要と認める書類 

（変更交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があり、審査等の結果、交付

する補助金額を変更すべきものと決定したときは、伊勢原市潜在保

育士のための就労促進事業補助金変更交付決定通知書（第５号様

式）により通知するものとする。 

（変更の承認） 

第９条 規則第６条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の内

容若しくは経費の配分の変更又は中止若しくは廃止をしようとする



ときは、伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付決定

事業変更（中止・廃止）承認申請書（第６号様式）に変更の理由又

は中止若しくは廃止の理由等を記載し、関係資料を添えて、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金

交付決定事業変更（中止・廃止）承認申請書が提出され、審査等の

結果、変更又は中止若しくは廃止すべきものと決定したときは、伊

勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付決定事業変更

（中止・廃止）承認決定通知書（第７号様式）により通知するもの

とする。 

（申請の取下げのできる期間） 

第１０条 規則第９条第１項の規定による申請の取下げのできる期日

は、第６条の規定による交付決定の通知を受けた日から１０日を経

過した日までとする。 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金は、補助事業等が完了した後において交付するもの

とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業

等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原

市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付請求書（第８号様

式）に伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付決定通

知書又は伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金変更交付

決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１２条 規則第１４条の規定による実績報告は、伊勢原市潜在保育

士のための就労促進事業補助金実績報告書（第９号様式）に次に掲

げる書類を添えて、補助事業等が完了した日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日が属する年の

４月３０日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

  (1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳  

  書・実績内訳書 

  (2) 市長が特に必要と認める書類 



（補助金の額の確定）  

第１３条 市長は、伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金

実績報告書が提出され、規則第１５条の規定に基づいて補助金の確

定を行った結果、第６条の交付決定の額又は第８条の変更交付決定

の額と確定額が相違する場合は、伊勢原市潜在保育士のための就労

促進事業補助金確定通知書（第１０号様式）により通知するものと

する。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則（令和５年７月２８日告示第１２６号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

対象となる経費 補助金額（上限額） 

職場体験の時給に相当する経費 1 時間当たり  １，９８０円 

 

就職支度金（職場体験をした潜

在保育士が同一保育所等に同一

会計年度内に就職した場合又は

就職が内定した場合に、保育所

等が潜在保育士に支給するも

の）に相当する経費 

1 人当たり  ３０，０００円 

 

 備考 対象となる経費と補助金額（上限額）を比較し、いずれか少 

ない額を補助金の額とする。 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

交付申請書 

 

  年  月  日 

 

伊勢原市長 殿 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

     年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金の交付を受け

たいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 交付申請額       円 

 

２ 添付書類 

(1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳書・実績 

 内訳書 

 (2) 市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条、第７条、第１２条関係）

　　　　年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳書・実績内訳書

施設名
　１－１

No 対象者氏名 保育士証登録番号 日数（日） 時間（時間） （Ａ）の補助額（円) （B)の補助額（円） （A+B)補助合計（円）

例 〇〇　〇〇 123456 7 56 110,880 30,000 140,880

1

2

3

4

5

合計



第２号様式（第５条、第７条、第１２条関係）

　　　　年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳書・実績内訳書

施設名
　１－２

(１)　職場体験の対象者について

(２)　職場体験の内容について

① ② ③ ④ ⑤（③*1,980円） ⑥(④と⑤のいずれか少ない額）

実施日
実施時間
（時間）

総支給額
（円）

補助基準額（円）
１時間当たり1,980円

補助額
（円）

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

合計 A

※①　職場体験の日数は３日以上から補助対象です。

※③　実施時間は１日当たり８時間以内です。

※④　総支給額は源泉徴収を控除する前の金額です。

※⑥　補助額は、④と⑤を比較し、いずれか少ない額です。

(３)　就職について

① ② ③(①と②のいずれか少ない額）

支給額（円）
補助基準額（円）
30,000円

補助額（円）

B

※③　補助額は、①と②を比較し、いずれか少ない額です。

(４)　補助合計額 合計（A+B） 円

(５)　添付資料

①　潜在保育士への支払額が分かるもの（支給明細など）
②　就職について、就職することがわかるもの（採用（内定）通知など）

氏名

年　　月　　日

採用年月日

保育士としての就労の有無
（実習日初日において）

保育士資格の有無



第３号様式（第６条関係） 

伊勢原市指令（  ）第  号  

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

交付決定通知書 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

 年  月  日付けで申請のありました伊勢原市潜在保育士のため

の就労促進事業補助金については、伊勢原市補助金等の交付規則第６条の規定

に基づいて、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

     年  月  日 

 

伊勢原市長                      印 

 

 

１ 補助金交付決定額         円 
 
２ 交付条件 
 (1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け伊勢原市潜在保育士のため

の就労促進事業補助金交付申請書記載のとおりとする。 
  (2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）

をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。 

 (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認

を受けること。 

 (4) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずる。 

 
（事務担当は、   ） 

 
 



第４号様式（第７条関係） 

 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

変更交付申請書 

  年  月  日 

 

伊勢原市長 殿 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度伊勢原市潜在

保育士のための就労促進事業補助金について、補助事業の内容を変更し、補助

金の変更交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助金額 

(1) 変更交付申請書               円 

(2) 既交付決定額                円 

(3) 追加（減少）補助金額            円 

 

２ 変更内容 

 

３ 変更理由 

 

４ 添付書類 

(1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳書・実績 

 内訳書 

(2) 市長が特に必要と認める書類 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

伊勢原市指令（  ）第  号  

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

変更交付決定通知書 

   

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

     年  月  日付けで提出されました変更交付申請書の内容を審査

した結果、次のとおり変更交付決定しましたので通知します。 

 

     年  月  日 

 

伊勢原市長                      印 

 

１ 決定金額 
(1) 変更交付決定額              円 

(2) 既交付決定額               円 

(3) 追加（減少）補助金額           円 

 
２ 交付条件 
 (1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け伊勢原市潜在保育士のため

の就労促進事業補助金変更交付申請書記載のとおりとする。 
  (2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）

をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。 

 (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認

を受けること。 

 (4) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずる。 

 
（事務担当は、   ） 



第６号様式（第９条関係） 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

交付決定事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

年  月  日  

 

 伊勢原市長 殿 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

 次のとおり伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付決定事業の

変更（中止・廃止）について承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

１ 変更の内容 

    （変更前） 

 

 

 

 

    （変更後） 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

伊勢原市指令（  ）第  号  

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

交付決定事業変更（中止・廃止）承認決定通知書 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

     年  月  日付けで提出されました変更（中止・廃止）申請書の

内容を審査した結果、次のとおり承認しましたので通知します。 

 

年  月  日 

 

                  伊勢原市長                      印 

 

 変更（中止・廃止）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当は、    ） 

 



第８号様式（第１１条関係） 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

交付請求書 

    

年  月  日  

 

 伊勢原市長 殿 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                ㊞   

 

            

 

 交付決定のありました伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金の交

付を受けたいので、関係書類を添えて請求します。 

 

１ 交付決定通知額                 円 

 

２ 既交付額                    円 

 

３ 今回交付請求額                 円 

 

４ 未交付額                    円 

 

５ 添付書類 

  □伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金交付決定通知書の写し 

  □伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金変更交付決定通知書の写

し 

  （注）上記のいずれかにレ印をつけてください。 

  



第９号様式（第１２条関係） 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金実績 

報告書 

 

年  月  日  

 

 伊勢原市長 殿 

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

    年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金に係る実績を次

のとおり報告します。 

 

１ 交付決定額           円 

 

２ 実 績 額             円 

 

３ 不 用 額           円 

 

４ 添付書類 

 (1) 伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金申請額内訳書・実績 

   内訳書 

   (2) 市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１３条関係） 

                     伊勢原市指令（ ）第 号 

 

年度伊勢原市潜在保育士のための就労促進事業補助金 

確定通知書 

    

 

                 住所又は               

所在地                 

                                                      

申請者名称及び             

        代表者氏名              

                    

 

     年  月  日付けで提出されました実績報告書を審査しました結

果、次のとおり確定しましたので通知します。 

 

     年  月  日 

 

伊勢原市長        印  

 

１ 補助金交付（変更交付）決定額          円 

 

２ 補助金確定額                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当は、       ） 


